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○
就
学
困
難
な
児
童
及
び
生
徒
に
係
る
就
学
奨
励
に
つ
い
て
の
国
の
援
助
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
四
十
号
）

（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
の
補
助
）

（
国
の
補
助
）

第
二
条

国
は
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
町
村
が
、
そ
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す

第
二
条

国
は
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
町
村
が
、
そ
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す

る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る

る
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る

学
齢
児
童
又
は
同
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
齢
生
徒
（
以
下
「
児
童

学
齢
児
童
（
以
下
「
児
童
」
と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定

生
徒
」
と
い
う
。
）
の
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
護
者
で
生
活
保

す
る
学
齢
生
徒
（
以
下
「
生
徒
」
と
い
う
。
）
の
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規

護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保

定
す
る
保
護
者
（
以
下
「
保
護
者
」
と
い
う
。
）
で
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

護
者
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
児
童
生
徒
に
係
る
次
に
掲
げ
る
費
用
等
（
当
該
児

も
の
に
対
し
て
、
学
用
品
若
し
く
は
そ
の
購
入
費
、
児
童
若
し
く
は
生
徒
の
通
学

童
生
徒
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
教
育
扶
助
が
行
わ
れ
て
い
る

に
要
す
る
交
通
費
又
は
児
童
若
し
く
は
生
徒
の
修
学
旅
行
費
を
給
与
す
る
場
合
に

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
教
育
扶
助
に
係
る
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の

は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
に
要
す
る
経
費
を
補
助
す
る
。

を
除
く
。
）
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
に
要
す

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規

る
経
費
を
補
助
す
る
。

定
す
る
要
保
護
者
（
学
用
品
若
し
く
は
そ
の
購
入
費
又
は
児
童
若
し
く
は
生
徒

一

学
用
品
又
は
そ
の
購
入
費

の
通
学
に
要
す
る
交
通
費
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

二

通
学
に
要
す
る
交
通
費

り
そ
の
児
童
又
は
生
徒
に
係
る
教
育
扶
助
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
の
保
護
者
で

三

修
学
旅
行
費

あ
る
者
を
除
く
。
）

二

生
活
保
護
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮

し
て
い
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の


